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�愛媛県告示第３５号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和２年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和２年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和２年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 救急病院の協力申出……………………………………………………………………………………………………………………………………（医療対策課）……２２

○ 指定自立支援医療機関の指定（２件）……………………………………………………………………………………………（健康増進課、障がい福祉課）……２２

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（２件）……………………………………………………………………………………………………（経営支援課）……２３

○ 保安林の施業要件を変更する件に係る掲示（３件）………………………………………………………………………………………………（森林整備課）……２４

○ 保安林の指定の解除……………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……２５

○ 土地改良区の定款変更の認可……………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）……２５

○ 土地改良区役員の就退任の届出……………………………………………………………………………………………………（中予地方局農村整備第一課）……２５

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（中予地方局管理課）……２５

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）……２５

○ 建設業者の許可の取消し………………………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）……２５

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

市立大洲病院 大洲市西大洲甲５７０番地 大 洲 市
令和５年
１月１０日
まで

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

こころの森しらいしクリニック 四国中央市三島中央４丁目１０番１６号 医療法人雄愛会 精神通院医療 令和２年
１月１日

ひいらぎこどもクリニック 松山市別府町４４２番地１ 医療法人雙柊会 精神通院医療 令和元年
１２月１日

いずみ薬局高岡店 松山市高岡町４２８－２ 有限会社イーズ 精神通院医療（薬
局）

令和２年
１月１日

あすなろ薬局持田店 松山市此花町７番３３号ＴＭＣビル１階 株式会社アイネ 精神通院医療（薬
局）

令和元年
１２月１日

宇摩調剤薬局 四国中央市中之庄町１６８４番地の７ 有限会社エンジェルファミリー 精神通院医療（薬
局）

令和２年
１月１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

宇摩調剤薬局 四国中央市中之庄町１６８４番地の７ 有限会社エンジェルファミリー 薬局（育成医療・
更生医療）

令和２年
１月１日

毎週（火・金）曜日発行 第７１号 令和２年１月１７日

令和２年１月１７日金曜日 第７１号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第３８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和２年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ高岡店 松山市高岡町４３２番
地１ 大規模小売店舗の名称 ＺＹ高岡店 フジ高岡店 平成２４年

３月１日
令和２年
１月６日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジ
株式会社メディコ・
二十一
豊田 結花

株式会社フジ
豊田 結花

平成２１年
６月３０日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和２年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ高岡店 松山市高岡町４３２番
地１ 駐車場の位置 ２箇所 ３箇所 令和２年

２月１日
令和２年
１月６日

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 ２箇所 ４箇所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報令和２年１月１７日 第７１号
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�愛媛県告示第４０号
保安林の指定施業要件を変更する件（令和元年１０月農林水産省告

示第１１６２号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

令和２年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４１号
保安林の指定施業要件を変更する件（令和元年１０月農林水産省告

示第１１６２号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

令和２年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

鬼北町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び鬼北町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第４２号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成３１年２月農林水産省告

示第３０４号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を新居浜市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその

要旨を告示する。

令和２年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

広島県大竹市新町１－３－１３
（野川生渡栄）
野 川 信 弘

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字下鍵山甲
２４８番地
城 山 隆

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川中
４８番地
渡 辺 文 恵

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川１２
４番戸
渡 辺 紋 治

抵当権者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字下鍵山甲
２７９番地１
保証責任日吉信用購買販賣利
用組合

抵当権者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

奈良県橿原市曽我町９１９番地

野 川 弘 志
森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

新居浜市（次の図に示す
部分に限る。）

新居浜市別子山村１１７

秋 山 忠四郎
森林所有者

新居浜市（次の図に示す
部分に限る。）

新居浜市別子山５

山 中 清太郎
抵当権者

新居浜市（次の図に示す
部分に限る。）

新居浜市角野町１６３７

曽 我 康 男
森林所有者

新居浜市（次の図に示す
部分に限る。）

新居浜市泉池町６－３８

曽 我 猪之助
森林所有者

新居浜市（次の図に示す
部分に限る。）

岐阜県関市山田７３８

松 本 延 栄
森林所有者

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

新居浜市新須賀町二丁目１番
２４１号
鈴 木 幸 恵

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

大洲市西大洲甲１３０６番地１

鈴 木 幸 恵
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

松山市三番町五丁目５番地１０

藤 田 賢 次
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川甲
４５６番地
宮 成 作 子

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字父野川甲
１１８３番地
熊 田 利 雄

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

東予市北条４２９番地７

城 戸 いつみ
森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字日向谷３６
８番地
西 村 スナヲ

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

北宇和郡日吉村大字下鍵山甲
９０番地３
節 安 利 子

森林所有者

北宇和郡鬼北町（次の図
に示す部分に限る。）

宇和島市大浦甲２１５番地３

長 瀧 哲 夫
森林所有者

愛 媛 県 報令和２年１月１７日 第７１号
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かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び新居浜市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４３号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定を解除する。

令和２年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除に係る保安林の所在場所

松山市勝岡町乙４番２（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び松山市役所に

備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市治良丸土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年１月１７日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�������
�愛媛県告示第４５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

東温市志津川土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

令和２年１月１７日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

退 任

�愛媛県告示第４６号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和２年１月１７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和２年１月１７日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第４８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和２年１月１７日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 野 史 雄 東温市志津川１５１０番地

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２６）第１７４２８号 平成２６年
１２月１６日 �エコ・アシスト 安岡 利通 松山市千舟町４－３－２ 令和元年

１２月４日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１）第１７３６０号 令和元年
７月２４日 水栄建設工業 塩見 達朗 伊予郡砥部町高尾田９８４

－６
令和元年
１２月１３日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、管工事業
鋼構造物工事業
舗装工事業、塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－２７）第１７５５３号 平成２７年
８月５日 �五印吉岡工業 吉岡 伸也 松山市森松町６８８－１０ 令和元年

１２月２０日
土木工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

元中局建（開）第４１号

令和２年１月１０日

東温市北方字川上甲２２５９番５、甲２２５９番９、甲２２６３番３、甲２２６４番１、甲

２２６４番２、甲２２６４番４、甲２２６４番５、甲２２６４番８、甲２２６４番９、甲２２６４番

１０、甲２２６４番９地先水路

松山市井門町３７３番地１

株式会社 上浮穴エム・シー

愛 媛 県 報令和２年１月１７日 第７１号

２５



愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２８）第１３６２９号 平成２９年
１月１１日 浪下建設� 浪下 勝利 西宇和郡伊方町九町１－

２０４１－３
令和元年
１２月２日

管工事業
塗装工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１）第１６５５０号 令和元年
８月２７日 蓑越工務店 蓑越 忠幸 宇和島市三間町大内６８ 令和元年

１２月５日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２７）第５３７４号 平成２７年
７月１６日 青野建設 青野 昌昭 大洲市平野町野田２７０４－

１
令和元年
１２月２５日 建築工事業 建設業の廃止

令和２年１月１７日 発行

愛 媛 県 報令和２年１月１７日 第７１号

２６


